
内
閣
衆
質
一
五
三
第
六
号

平
成
十
三
年
十
一
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
五
十
嵐
文
彦
君
提
出
金
融
機
関
の
自
己
査
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

六

号



衆
議
院
議
員
五
十
嵐
文
彦
君
提
出
金
融
機
関
の
自
己
査
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

個
別
の
金
融
機
関
の
自
己
査
定
の
内
容
は
、
信
用
リ
ス
ク
の
管
理
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
当
該
金
融
機
関
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

各
金
融
機
関
の
自
己
査
定
に
お
け
る
債
務
者
区
分
は
、
基
本
的
に
は
債
務
者
の
業
種
の
特
性
、
事
業
の
継
続
性
と
収
益
性

の
見
通
し
、
経
営
改
善
計
画
等
の
妥
当
性
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
行
わ
れ
る
の
で
、
御
指
摘
の
よ
う
な
債
務
者
の
数

及
び
こ
れ
に
対
す
る
債
権
総
額
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

た
だ
し
、
都
市
銀
行
九
行
、
信
託
銀
行
六
行
及
び
長
期
信
用
銀
行
一
行
の
本
年
三
月
期
の
自
己
査
定
に
お
け
る
、
御
指
摘

の
よ
う
な
債
務
者
を
含
め
た
、
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
平
成
十
一
年
金
検
第
百
七
十
七
号
金
融
監
督
庁
長
官
決
定
）
に
定

め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
経
営
改
善
計
画
等
が
策
定
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
債
務
者
（
中
小
企
業
基
本
法
（
昭

和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
及
び
こ
れ
以
外
の
個
人
を
除
く
。
）
の
数
は
、

正
常
先
八
、
要
注
意
先
二
百
二
十
八
で
あ
り
、
当
該
債
務
者
に
対
す
る
債
権
総
額
は
、
正
常
先
約
四
百
六
十
二
億
円
、
要
注

一



意
先
約
四
兆
五
千
百
七
十
六
億
円
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

た
ん

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
金
融
機
関
の
自
己
査
定
の
正
確
性
の
検
証
に
当
た
っ
て
、
破
綻
懸
念
先
で
は
な
く
要

注
意
先
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
場
合
と
し
て
、
御
指
摘
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
く
て
も
、
「
被
検
査
金
融
機
関
が
単
独

で
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
再
建
が
可
能
な
場
合
又
は
一
部
の
取
引
金
融
機
関
等
（
被
検
査
金
融
機
関
を
含
む
）
が
支
援
を

行
う
こ
と
に
よ
り
再
建
が
可
能
な
場
合
は
、
当
該
支
援
金
融
機
関
等
が
経
営
改
善
計
画
等
に
基
づ
く
支
援
を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
、
正
式
な
内
部
手
続
を
経
て
合
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
文
書
そ
の
他
に
よ
り
確
認
で
き
れ
ば
足
り
る
」
と
さ
れ
て
い
る

の
で
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
債
務
者
の
中
に
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
債
務
者
が
あ
り
得
る
。

二


